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 ライフプラン(亡くなるまでの備え、死後の備え)について  

ポイント① 

今後やりたいこと、自分の楽しみ、将来の住まいの希望、医療の意向等から、ライフプランを考えます。 

在宅か、施設入所か等、どこで生活したいかで財産の使い方、残し方は異なります。 

 

ポイント② 

親族にお願いできることを確認します。全ては頼れなくても、緊急時や死後は関わってくれるのか、話し合っておきます。 

 

ポイント③ 

親族が担わない・身寄りがいない内容について、委任契約や制度利用、遺言作成等を行うか検討します(２・３ページ参照)。 

特に施設入所等の契約関係、入退院の手続き、財産管理、死後の場面等に支援をしてくれる人がいるか確認します。 

 

ポイント④ 

現在は支援を受けていなくても、将来、ご自身の生活を支える「支援チーム(地域、医療、福祉、法律等)」が組まれることが 

想定されます（４ページ参照）。各ライフステージや判断能力等の本人状況で、支援チームのメンバーは入れ替わるため、 

事前に備えていたこと(委任契約や任意後見契約、遺言等)の情報を共有、引継ぎができるようにしておくことも重要です。 

予測されるライフステージ 

予測されるライフステージを踏まえて、ライフプランを考えておくことが重要です。 

ライフプランの実現のため、亡くなるまでの備え、死後の備えを整理します(２ページ以降参照)。 

下記の４つのポイントを踏まえながら、ライフプランや活用できる手段、今後連携する支援者等を考えます。 
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□ 家族間信託(親族)  ※次の受益者がいる場合は、死後も継続させることができる。 

自分の財産を信頼できる人に託し、目的に沿って自分や家族のために運用、管理する。 

 

□ 財産管理等委任契約(弁護士等専門職等) 

財産管理や療養看護に関する事務手続きを委任する。 

□ 見守り契約(弁護士等専門職等) 

判断能力低下等日常の見守りが主で、入院や施設入所 

等の対応する例もある。 

□ 入所・入院支援(高齢者等終身サポート団体等) 

入所・入院時の各種支払い、緊急連絡先等の対応。 

※終身サポート団体との契約は慎重な見極めが必要 

□ 区社協あんしんセンター(区社協) 

日常の見守り、金銭管理等の支援。 

成年後見制度 

□ 任意後見(誰でも) 

□ 法定後見 

(親族、専門職、市民後見人、 

法人後見等) 
判断能力低下後に、法定代理人とし

て財産管理や身上保護を行う。任意

後見は判断能力がある時に契約し、

判断能力低下後に契約発効し任意後

見人が支援する。 

□ 死後事務委任契約(弁護士等専門職等) 

各種契約の解除、入院費や施設費の清算、葬儀、納骨等。 

□ 遺言(遺言執行者は親族、専門職等) 

死後の財産の行き先等、意向を反映。 

判断能力あり 判断能力低下 

死後の備え 亡くなるまでの備え 

生前と死後の支援が切れ目なく続くように、プロセスの準備や調整の支援をします。 

 

□ 死亡届の提出 

(親族、施設長、病院長、大家、後見人等、任意後見受任者等) 

※死後事務受任者はできない(家屋の立入権限がある場合除く) 

ライフプランの実現のために活用できる手段、制度等 ※（ ）内は主な受任者や担い手 

    各場面で活用できる手段、登場する支援者等をまとめたものです。 

★任意後見や委任契約等は、資力が問われます。 

ライフプランの意向と資力のバランスを考え、委任契約(民間

のサービス)と公的支援との組合せ等どのような備えをするか

考えます。 

将来の備えのはじめの一歩として、エンディングノート、もしも手帳の作成、ヨコハマあんしん登録があります。これらのツールを活用することで、自身の希望、頼れる人や

支援者の確認、ライフプランのイメージづくりができます。その上で、ライフプランの実現のため、上記の手段や制度の利用をするか検討します。 
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上記の手段、制度等を準備するタイミング、利用するタイミング 
各手段や制度等は、判断能力の段階によって、契約や公正証書の作成等、準備するタイミングや期間が異なります。また、利用するタイミングや有効期間も違います。 

判断能力あり 判断能力低下 

死後 生前 

法定後見 

 
財産管理等 

委任契約 

【移行型】 
＋ 任意後見 

 【将来型】 
見守り契約 ＋ 任意後見 

家族間信託 

遺言 

死後事務委任契約 

区社協あんしんセンター 

法定後見の申立て 

利用（後見人等選任） 

契約（公正証書作成） 

利用（判断能力がある内は見守り契約にもとづく支援、低下後は任意後見契約を発効） 

契約（公正証書作成） 

利用（判断能力がある内は委任契約にもとづく支援、低下後は任意後見契約を発効） 

契約（審査あり） 

利用 

契約 

利用 ※次の受益者がいる場合は、死後も継続 

作成 執行 

契約 事務 

赤色が契約や作成するタイミング・期間 

青色が利用や執行するタイミング・期間 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人横浜市社会福祉協議会 横浜生活あんしんセンター あんしん終活相談センター  電話 ０４５-２０１-２０45 

 

チーム支援のイメージ 
今までの各手段や制度等は、財産管理や契約行為、死後の手続き等、法律行為をカバーするものになります。委任契約の受任者や後見人等は、「ひとりで何でもできる・

ひとりで何でもやってくれる人」ではなく、介護のことはケアマネジャーやヘルパー事業所、医療のことは看護師やかかりつけ医を頼ることになります。それらの人がみんなで

チームをつくります。 

ライフプランの実現、安心した生活を送るためには、法律行為の支援者だけでなく、親族との関わり、生活や介護等の福祉、医療、地域のつながり等、各支援者が連携し、

支えていく「チーム支援」が重要になります。将来のチーム支援のイメージを持ちながら、チーム内での関係づくりや情報共有がスムーズにいくよう準備しておきます。 

本人 

法律 

（財産管理・契約行為） 

医療 
福祉 

（生活支援・介護） 

地域 

（地域活動参加・見守り） 

チーム支援 

家族・親族 

知人・友人 ケアマネジャー 

ホームヘルパー 

施設職員 等 

ご近所 

民生委員・児童委員 

自治会町内会 

地区社会福祉協議会 

ボランティア 等 

地域ケアプラザ 

区役所  

区社会福祉協議会 等 

病院 

訪問看護 等 

委任契約受任者 

後見人等 等 

生前は、見守り契約や財産管理等委任契約の受任者、後見人等

は、支援者と連携し、生活を支えます。生前の支援者に死後の備え

をしていることを共有しておくと、死亡時に死後事務委任契約の受任

者や遺言執行者に生前の支援者が連絡する体制ができ、切れ目な

い支援につながります。 

 

エンディングノート等を作成しておき、チーム支援に必要な情報を

まとめておくことも１つの方法です。将来の備えだけでなく、好きなこと

等もまとめておくと、意思決定支援に役立ちます。 

家族や親族がいる場合は、コミュニケーションをとり、お願いできる

ことを相談します。 

また、入院や施設入所の時に保証人を求められることがあります

が、家族や親族がいない、または頼れない場合、保証人を求めてくる

背景を確認し、内容を細分化すると後見人等や契約受任者等、チ

ーム支援で対応できることもあります。 

 

【施設や病院が保証人を求める背景（例）】 

   ①医療同意 

   ②未払い対応 

   ③緊急連絡先 

   ④死後の対応 

   ⑤買い物等細かい生活における対応 等 


